
PIでの意見を踏まえた修正②（「４ 情報の共有」～「６ 協働」）

頁 行

1 B -

内容の修正ではないが、条例が市民に浸透していくための方
法として、ホームページでの広報や条例の保存用冊子を全戸
に配布するといった方法があるのではないか。また、行政側と
しては、全職員向けの研修会を行い、各職員が様々な会議の
冒頭等で市民に向けて条例について説明する機会を設けて
いけばよいのではないか。

逐条解説を作成する際の参考とします。

2 B -

内容の修正ではないが、市の情報を市民に伝える際のメディ
ア媒体についても、より市民が情報を得やすいようにする観
点からテレビやラジオなど、今行っていない媒体を活用するこ
とも考えていく必要があるのではないか。

逐条解説を作成する際の参考とします。

3 B -

内容の修正ではないが、まちづくりに参加したい市民が参加
できる環境の整備を行う際には、例えば、従業員がまちづくり
に参加しやすい環境整備を企業に義務づけるなどの方法も考
えていく必要があるのかもしれない。

逐条解説を作成する際の参考とします。

4 11 3 A

市民の中には、仕事、育児等、様々な事情により参画を
したくてもできない人達もいます。このような人達も含
めて幅広く市民の意見を政策形成過程へ反映させるため
にも、市は、参画の場や機会の充実及び参画しやすい環
境の整備等に努めます。

市民の中には、仕事、育児等、様々な事情により参画を
したくてもできない方々もいます。このような方々も含
めて幅広く市民の意見を政策形成過程へ反映させるため
にも、市は、参画の場や機会の充実及び参画しやすい環
境の整備等に努めます。

修正意見のとおり修正します。

5 11 6 A （２）市民参画の方法・メニュー （２）市民参画の方法 修正意見のとおり修正します。

6 〃 12 A
市民参画によるまちづくりをより推進するため、市の政策形成
過程への積極的な参加等をとおして、市民は、市民参画に対
する意識や関心を高めるよう努めます。

市の政策形成過程への積極的な参加等をとおして、市民は、
市民参画に対する意識や関心を高めるよう努めます。

修正意見のとおり修正します。

7 〃 16 A

市民参画によるまちづくりをより推進していくため、市は、子ど
も向けの体験型イベント等をとおした市民参画への意識づけ
等、市民参画によるまちづくりを担う人材の教育・育成に努め
ます。

市は、意識づけ等、まちづくりを担う人材の教育・育成に努め
ます。

市は、市民参画に対する意識の醸成に向けた取り組みを進
め、まちづくりを担う人材の教育・育成に努めます。

「６ 協働」の（３）に
ついても、同じような
修正を行う。
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8 〃 16 A 〃
子ども向けだけでなく、今活動している団体についてのものも
含まれているということを、条文の解説文に入れてほしい。

逐条解説を作成する際の参考とします。

9 12 3 A

協働によるまちづくりを推進するため、市民、市議会、市等、
まちづくりの各主体は、相互に交流を深め、お互いの役割分
担や責任分担を明確にしながら連携・協力体制の構築に努め
ます。

市民、市議会、市等、まちづくりの各主体は、お互いに交流を
深め、お互いの役割や責任を明確にしながら連携・協力体制
の構築に努めます。

市民、市議会、市等、まちづくりの各主体は、お互いに交流を
深め、それぞれの役割を明確にしながら連携・協力体制の構
築に努めます。

10 〃 7 A

協働によるまちづくりをより推進するため、市民、市議会、市
等、まちづくりの各主体は、地域への愛着や地域とのつながり
の醸成に向けた取組等を通して、協働に対する意識や関心を
高めるよう努めます。

市民、市議会、市等、まちづくりの各主体は、地域への愛着や
地域とのつながりの醸成に向けた取組等を通して、協働に対
する意識や関心を高めるよう努めます。

修正意見のとおり修正します。

11 〃 11 A

協働によるまちづくりをより推進するため、市は、まちづくりの
各主体と連携・協力し、ボランティア等、身近なところからの参
加を促進する等、協働によるまちづくりを担う人材の教育・育
成に努めます。

市は、まちづくりの各主体と連携・協力し、ボランティア等、身
近なところからの参加を促進する等、協働によるまちづくりを
担う人材の教育・育成に努めます。

市は、市民等と連携・協力し、身近なところからの参加を促進
する等、協働に対する意識の醸成に向けた取り組みを進め、
まちづくりを担う人材の教育・育成に努めます。

No7参照

12 〃 15 A
市は、協働によるまちづくりに向けて、地域コミュニティや事業
者などが相互に連携・協力していくための支援（財政的支援、
物的支援、人的支援）に努めます。

市は、地域コミュニティや事業者などが相互に連携・協力して
いくための支援（財政的支援、物的支援、人的支援）に努めま
す。

修正意見のとおり修正します。

13 〃 A -

協働に関する文章を読んでいくと、積極的に参加したいという
人へのサポートについてのみかかれているように一見思えて
しまうが、協働の中には、自らは積極的に参加したくはない
が、半ば強制的に参加している人もいるので、このような人達
が参加しやすい環境整備やサポートも大事だということを解説
文に入れてほしい。

逐条解説を作成する際の参考とします。
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